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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量分離したハロゲン原子のイオンを単結晶半導体基板に照射して、該単結晶半導体基
板の表面から所定の深さの領域に脆化層を形成し、
　前記脆化層を形成後に、前記単結晶半導体基板上に、化学気相成長法により酸化シリコ
ン膜を形成し、
　前記単結晶半導体基板と絶縁表面を有する基板とを、前記酸化シリコン膜を挟んで重ね
合わせて接合し、
　熱処理により前記脆化層を劈開面として前記絶縁表面を有する基板から前記単結晶半導
体基板を分離して、前記絶縁表面を有する基板上に単結晶半導体層を形成することを特徴
とする半導体基板の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記質量分離したハロゲン原子のイオンを前記単結晶半導体基板に
照射した後、さらに質量分離した水素イオンを前記単結晶半導体基板に照射して、前記脆
化層を形成することを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項３】
　水素原子を質量分離して得られるＨ３

＋イオンを単結晶半導体基板に照射して、該単結
晶半導体基板の表面から所定の深さの領域に脆化層を形成し、
　前記脆化層を形成後に、前記単結晶半導体基板上に、化学気相成長法により酸化シリコ
ン膜を形成し、
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　前記単結晶半導体基板と絶縁表面を有する基板とを、前記酸化シリコン膜を挟んで重ね
合わせて接合し、
　熱処理により前記脆化層を劈開面として前記絶縁表面を有する基板から前記単結晶半導
体基板を分離して、前記絶縁表面を有する基板上に単結晶半導体層を形成することを特徴
とする半導体基板の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、前記単結晶半導体基板に前記イオンを照射する
前に、前記単結晶半導体基板の表面に窒素含有絶縁層を形成し、
　前記窒素含有絶縁層形成後に、前記イオンを照射して前記脆化層を形成し、
　前記脆化層を形成後に、前記酸化シリコン膜を前記窒素含有絶縁層上に形成することを
特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項５】
　請求項４において、前記窒素含有絶縁層を、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜若し
くは酸化窒化シリコン膜から選ばれた一の層、又は複数の膜の積層で形成することを特徴
とする半導体基板の作製方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、前記酸化シリコン膜を、珪酸エチル（ＴＥＯＳ
：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、トリメチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、
テトラメチルシクロテトラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロキ
サン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（Ｓｉ
Ｈ（ＯＣ２Ｈ５）３）、またはトリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）

３）から選ばれた有機シランガスを用いて形成することを特徴とする半導体基板の作製方
法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、前記酸化シリコン膜を形成する温度を３５０℃
以下とし、前記熱処理の温度を４００℃乃至６００℃とすることを特徴とする半導体基板
の作製方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体基板の作製方法に関する。特に、ガラス等の絶縁表面を有する基板に単
結晶若しくは多結晶の半導体層を接合させた半導体基板及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
単結晶半導体のインゴットを薄くスライスして作製されるシリコンウエハーに代わり、絶
縁表面に薄い単結晶半導体層を設けたシリコン・オン・インシュレータ（Ｓｉｌｉｃｏｎ
　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ：ＳＯＩ）と呼ばれる半導体基板を使った集積回路が開発さ
れている。ＳＯＩ基板を使った集積回路は、トランジスタのドレインと基板間における寄
生容量を低減し、半導体集積回路の性能を向上させるものとして注目を集めている。
【０００３】
ＳＯＩ基板を製造する方法としては、水素イオン注入剥離法が知られている（例えば、特
許文献１参照）。水素イオン注入剥離法は、シリコンウエハーに水素イオンを照射するこ
とによって表面から所定の深さに微小気泡層を形成し、該微小気泡層を劈開面とすること
で、別のシリコンウエハーに薄いシリコン層（ＳＯＩ層）を接合する。さらにＳＯＩ層を
分離する熱処理を行うことに加え、酸化性雰囲気下での熱処理によりＳＯＩ層に酸化膜を
形成した後に該酸化膜を除去し、次に１０００乃至１３００℃の還元性雰囲気下で熱処理
を行って接合強度を高める必要があるとされている。
【０００４】
ＳＯＩ基板を用いた半導体装置の一例として、本出願人によるものが知られている（特許
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文献２参照）。この場合にも、ＳＯＩ層において応力に起因する準位や欠陥を除去するた
めに１０５０乃至１１５０℃の熱処理が必要であることが開示されている。
【０００５】
また、ガラス基板上にＳＯＩ層を形成したＳＯＩ基板の一例として、水素イオン注入剥離
法を用いて、コーティング膜を有するガラス基板上に、被覆膜を有する単結晶シリコン薄
膜を形成したものが知られている（特許文献３参照）。この場合にも、単結晶シリコン片
に水素イオンを照射することによって表面から所定の深さに微小気泡層を形成し、ガラス
基板と単結晶シリコン片を張り合わせ後に、微小気泡層を劈開面としてシリコン片を分離
することで、ガラス基板上に薄いシリコン層（ＳＯＩ層）を形成している。
【特許文献１】米国特許第６３７２６０９号
【特許文献２】特開２０００－１２８６４号公報
【特許文献３】特開２００４－１３４６７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上記のように水素イオン注入剥離法では、シリコンウエハー表面から所定の深さに照射さ
れた水素イオンの層（脆化層）を劈開面として分離することにより薄いシリコン層を形成
するので、シリコン層の膜厚はイオン照射の深さに依存する。よって、イオン照射の深さ
にばらつきがあると所望の膜厚のシリコン層を得ることは困難である。なお、本発明では
、単結晶半導体基板へイオンを照射し、イオンにより微小な空洞を有するように脆弱化さ
れた領域を脆化層という。
【０００７】
本発明は上記課題に鑑み、脆化層の深さを制御して、所望の膜厚のシリコン層を有するＳ
ＯＩ基板を得ることを目的の一とする。
【０００８】
また、ガラス基板など耐熱温度が低い基板を、ＳＯＩ基板の形成に用いた場合にも、ＳＯ
Ｉ層の接着力が強固な単結晶半導体層を備えた半導体基板を提供することを目的の一とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決するために本発明は、不活性ガスイオン又はハロゲンイオン又はＨ３

＋イ
オンから選ばれた一の均一の質量のイオンを単結晶半導体基板に照射して、前記単結晶半
導体基板の表面から所定の深さの領域に脆化層を形成することを特徴の一とする。
【００１０】
絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板に、単結晶半導体層を接合するに際し、接合を形
成する面の一方若しくは双方に、好ましくは有機シランを原材料として成膜した酸化シリ
コン膜を用いる。有機シランガスとしては、珪酸エチル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２

Ｈ５）４）、トリメチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、テトラメチルシクロテ
トラシロキサン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、
ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）
、トリスジメチルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）３）等のシリコン含有化合物
が適用される。すなわち、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板に低温で接合した単結
晶半導体（Ｌｏｗ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｓｉｎｇｌｅ　ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ：ＬＴＳＳ）の構造において、平滑面を有し親水性表面を形成する層
を接合面として設ける。
【００１１】
絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板に接合される単結晶半導体層は、単結晶半導体基
板に形成された脆化層にて劈開し分離することにより得られる。脆化層は水素、ヘリウム
若しくはフッ素に代表されるハロゲンの均一の質量のイオンを照射することで形成される
。
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【００１２】
ＳＯＩ層を接合する絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板にはバリア層を設けることが
好ましい。バリア層により単結晶半導体層の汚染を防止することが可能となる。
【発明の効果】
【００１３】
不活性ガスイオン又はハロゲンイオン又はＨ３

＋イオンから選ばれた一の均一の質量のイ
オンを単結晶半導体基板に照射することにより、イオン照射の深さにばらつきが少なくな
り、所望の厚さのシリコン層を有するＳＯＩ基板を得ることが可能になる。
【００１４】
単結晶半導体基板から分離した単結晶半導体層とベースとなる基板とを接合する際に、親
水性表面を有し、平坦性が高く、水素を含有する酸化シリコン膜を用いることにより７０
０℃以下の温度で接合を形成することができる。本構成によれば、ガラス基板等の耐熱温
度が７００℃以下の基板であっても接合部の接着力が強固な単結晶半導体層を得ることが
できる。
【００１５】
単結晶半導体層を固定する基板として、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸
ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスの如き無アルカリガラスと呼ばれる電子工業用に使わ
れる各種ガラス基板を適用することが可能となる。すなわち、一辺が１メートルを超える
基板上に単結晶半導体層を形成することができる。このような大面積基板を使って液晶デ
ィスプレイのような表示装置のみならず、半導体集積回路を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
（実施の形態１）
本発明に係る半導体基板を図１（Ａ）（Ｂ）に示す。図１（Ａ）においてベース基板１０
０は絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板であり、アルミノシリケートガラス、アルミ
ノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような電子工業用に使われる各種ガラ
ス基板を適用される。その他に石英ガラス、シリコンウエハーのような半導体基板も適用
可能である。単結晶半導体層１０２は単結晶半導体であり、代表的には単結晶シリコンが
適用される。その他に、水素イオン注入剥離法のようにして単結晶半導体基板若しくは多
結晶半導体基板から分離可能であるシリコン、ゲルマニウム、その他、ガリウムヒ素、イ
ンジウムリンなどの化合物半導体による結晶性半導体層を適用することもできる。
【００１７】
このようなベース基板１００と単結晶半導体層１０２の間には、平滑面を有し親水性表面
を形成する接合層１０４を設ける。この接合層１０４として酸化シリコン膜が適している
。特に有機シランガスを用いて化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜が好まし
い。有機シランガスとしては、珪酸エチル（ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）、
トリメチルシラン（ＴＭＳ：（ＣＨ３）３ＳｉＨ）、テトラメチルシクロテトラシロキサ
ン（ＴＭＣＴＳ）、オクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）、ヘキサメチル
ジシラザン（ＨＭＤＳ）、トリエトキシシラン（ＳｉＨ（ＯＣ２Ｈ５）３）、トリスジメ
チルアミノシラン（ＳｉＨ（Ｎ（ＣＨ３）２）３）等のシリコン含有化合物を用いること
ができる。
【００１８】
上記平滑面を有し親水性表面を形成する接合層１０４は５ｎｍ乃至５００ｎｍの厚さで設
けられる。この厚さであれば、被成膜表面の表面荒れを平滑化すると共に、当該膜の成長
表面の平滑性を確保することが可能である。また、接合する基板との歪みを緩和すること
ができる。ベース基板１００にも同様の酸化シリコン膜を設けておいても良い。すなわち
、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁性のベース基板１００に単結晶半導体層１０２を接
合するに際し、接合を形成する面の一方若しくは双方に、好ましくは有機シランを原材料
として成膜した酸化シリコン膜でなる接合層１０４を設けることで強固な接合を形成する
ことができる。
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【００１９】
接合層１０４は単結晶半導体層１０２側に設けられ、ベース基板１００の表面と密接する
ことで、室温であっても接合をすることが可能である。より強固に接合を形成するには、
ベース基板１００と単結晶半導体層１０２を押圧すれば良い。さらに熱処理を加えること
が好ましい。加圧状態で熱処理をしても良い。
【００２０】
異種材料であるベース基板１００と接合層１０４を低温で接合するには表面を清浄化する
。このような状態でベース基板１００と接合層１０４を密接させると、表面間引力により
接合が形成される。さらにベース基板１００と接合層１０４の少なくとも一方の表面に複
数の水酸基を付着させる処理を加えると好ましい。例えば、ベース基板１００の表面を酸
素プラズマ処理若しくはオゾン処理して親水性にすることが好ましい。このように表面を
親水性にする処理を加えた場合には、表面の水酸基が作用して水素結合により接合が形成
される。室温で形成された接合強度を高めるためには熱処理をすることが好ましい。
【００２１】
異種材料であるベース基板１００と接合層１０４を低温で接合するための処理として、接
合を形成する表面にアルゴンなどの不活性ガスによるイオンビームを照射して清浄化して
も良い。イオンビームの照射により、ベース基板１００と接合層１０４の少なくとも一方
の表面に未結合手が露呈して非常に活性な表面が形成される。このように少なくとも一方
の面が活性化されたベース基板１００の表面と接合層１０４の表面を密接させると低温で
も接合を形成することが可能である。表面を活性化して接合を形成する方法は、当該表面
を高度に清浄化しておくことが要求されるので、真空中で行うことが好ましい。
【００２２】
単結晶半導体層１０２は単結晶半導体基板を薄片化して形成されるものである。例えば、
単結晶半導体基板の所定の深さに均一な質量の、Ｈ３

＋イオン、フッ素等のハロゲンイオ
ン又は不活性ガスイオンを照射し、その後熱処理を行って表層の単結晶シリコン層を分離
するイオン注入剥離法で形成することができる。また、ポーラスシリコン上に単結晶シリ
コンをエピタキシャル成長させた後、ポーラスシリコン層をウオータージェットで劈開し
て分離する方法を適用しても良い。単結晶半導体層１０２の厚さは５ｎｍ乃至５００ｎｍ
、好ましくは１０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さである。
【００２３】
図１（Ｂ）はベース基板１００にバリア層１０５と接合層１０４を設けた構成を示す。単
結晶半導体層１０２をベース基板１００に接合した場合に、ベース基板１００として用い
られるガラス基板からアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のような可動イオン等の不
純物が拡散して単結晶半導体層１０２が汚染されることを防ぐことができる。また、ベー
ス基板１００側の接合層１０４は適宜設ければ良い。
【００２４】
図２（Ａ）は単結晶半導体層１０２と接合層１０４の間に窒素含有絶縁層１２０を設けた
構成を示す。窒素含有絶縁層１２０は窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜若しくは酸化
窒化シリコン膜から選ばれた一の層、又は複数の膜の積層で形成する。例えば、単結晶半
導体層１０２側から酸化窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜を積層して窒素含有絶縁層
１２０とすることができる。なお、窒素含有絶縁層１２０は、イオン照射を行う前に、単
結晶半導体層１０２となる単結晶半導体基板の表面に形成する。接合層１０４がベース基
板１００と接合を形成するために設けるのに対し、窒素含有絶縁層１２０は、可動イオン
や水分等の不純物が単結晶半導体層１０２に拡散して汚染されることを防ぐために設ける
ことが好ましい。
【００２５】
なお、酸化窒化シリコン膜とは、その組成として、窒素よりも酸素の含有量が多いもので
あって、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔ
ｅｒｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）及び水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅ
ｎ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合に、濃度範囲として
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酸素が５０～７０原子％、窒素が０．５～１５原子％、Ｓｉが２５～３５原子％、水素が
０．１～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸化シリコン膜とは、その
組成として、酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、ＲＢＳ及びＨＦＳを用いて測
定した場合に、濃度範囲として酸素が５～３０原子％、窒素が２０～５５原子％、Ｓｉが
２５～３５原子％、水素が１０～３０原子％の範囲で含まれるものをいう。但し、酸化窒
化シリコンまたは窒化酸化シリコンを構成する原子の合計を１００原子％としたとき、窒
素、酸素、Ｓｉ及び水素の含有比率が上記の範囲内に含まれるものとする。
【００２６】
図２（Ｂ）はベース基板１００に接合層１０４を設けた構成である。ベース基板１００と
接合層１０４との間にはバリア層１０５が設けられていることが好ましい。ベース基板１
００として用いられるガラス基板からアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のような可
動イオン等の不純物が拡散して単結晶半導体層１０２が汚染されることを防ぐためである
。また、単結晶半導体層１０２には酸化シリコン膜１２１が形成されている。この酸化シ
リコン膜１２１が接合層１０４と接合を形成し、ベース基板１００上に単結晶半導体層を
固定する。酸化シリコン膜１２１は熱酸化により形成されたものが好ましい。
【００２７】
（実施の形態２）
本実施の形態では、実施の形態１で示した半導体基板の製造方法について図３（Ａ）乃至
（Ｃ）と図４を参照して説明する。
【００２８】
図３（Ａ）に示す半導体基板１０１は清浄化されており、その表面から電界で加速された
均一な質量のイオンを照射し、所定の深さに脆化層１０３を形成する。本実施の形態では
、質量分離されたハロゲン原子のイオン（ハロゲンイオンともよぶ）を用いる。質量分離
されたハロゲンイオンは、ハロゲン原子を含む物質（主にガス）を質量分離することによ
り得られる。イオンの照射はベース基板に転置する単結晶半導体層の厚さを考慮して行わ
れる。当該単結晶半導体層の厚さは５ｎｍ乃至５００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ乃至２０
０ｎｍの厚さとする。イオンを照射する際の加速電圧はこのような厚さを考慮して、半導
体基板１０１に照射されるようにする。脆化層は、フッ素に代表されるハロゲンのイオン
を質量分離して均一な質量のイオンとして照射することで形成される。ハロゲンとしてフ
ッ素イオンを照射する場合にはソースガスとしてＢＦ３を用いれば良い。
【００２９】
単結晶シリコン基板にフッ素イオンのようなハロゲンイオンをイオン注入法で照射した場
合、照射されたフッ素が、シリコン結晶格子内のシリコン原子をノックアウトする（追い
出す）ことによって空白部分を効果的に作り出し、脆化層に微小な空洞を作る。この場合
、比較的低温の熱処理によって脆化層に形成された微小な空洞の体積変化が起こり、脆化
層に沿って劈開することにより上記のような薄い単結晶半導体層を形成することができる
。質量分離したフッ素イオンを照射した後に、質量分離した水素イオン（Ｈ３

＋イオン）
を照射して空洞内に水素を含ませるようにしても良い。半導体基板から薄い半導体層を分
離するために形成する脆化層は、脆化層に形成された微小な空洞の体積変化を利用して劈
開をするので、このようにハロゲンイオンや水素イオンの作用を有効利用することが好ま
しい。
【００３０】
脆化層の形成に当たっては質量分離したイオンを高ドーズ条件で照射する必要があり、半
導体基板１０１の表面が粗くなってしまう場合がある。そのため質量分離したイオンが照
射される表面に窒化シリコン膜若しくは窒化酸化シリコン膜などによりイオン照射に対す
る保護膜を５０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さで設けておいても良い。
【００３１】
次に、図３（Ｂ）で示すようにベース基板と接合を形成する面に接合層１０４として酸化
シリコン膜を形成する。酸化シリコン膜としては上述のように有機シランガスを用いて化
学気相成長法により作製される酸化シリコン膜が好ましい。その他に、シランガスを用い
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て化学気相成長法により作製される酸化シリコン膜を適用することもできる。化学気相成
長法による成膜では、単結晶半導体基板に形成した脆化層１０３から該脆化層１０３が含
む原子の離脱が起こらない温度として、例えば３５０℃以下の成膜温度が適用される。な
お、上記の脆化層１０３が含む原子とは、脆化層１０３を形成するために照射されたイオ
ンの原子である。例えば、本実施の形態では、脆化層１０３を形成するためにハロゲンイ
オンが照射されているため、脆化層１０３が含む原子とはハロゲン原子である。また、単
結晶若しくは多結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離する熱処理は、酸化シリコン膜
の成膜温度よりも高い熱処理温度が適用される。
【００３２】
図３（Ｃ）はベース基板１００と半導体基板１０１の接合層１０４の表面とを密接させ、
この両者を接合させる態様を示す。接合を形成する面は、十分に清浄化しておく。そして
、ベース基板１００と接合層１０４を密着させることにより接合が形成される。この接合
はファン・デル・ワールス力が作用しており、ベース基板１００と半導体基板１０１とを
圧接することで水素結合により強固な接合を形成することが可能である。
【００３３】
良好な接合を形成するために、表面を活性化しておいても良い。例えば、接合を形成する
面に原子ビーム若しくはイオンビームを照射する。原子ビーム若しくはイオンビームを利
用する場合には、アルゴン等の不活性ガス中性原子ビーム若しくは不活性ガスイオンビー
ムを用いることができる。その他に、プラズマ照射若しくはラジカル処理を行う。このよ
うな表面処理により２００℃乃至４００℃の温度であっても異種材料間の接合を形成する
ことが容易となる。
【００３４】
ベース基板１００と半導体基板１０１を、接合層１０４を介して貼り合わせた後は、加熱
処理又は加圧処理を行うことが好ましい。加熱処理又は加圧処理を行うことで接合強度を
向上させることが可能となる。加熱処理の温度は、ベース基板１００の耐熱温度以下であ
ることが好ましい。加圧処理においては、接合面に垂直な方向に圧力が加わるように行い
、ベース基板１００及び半導体基板１０１の耐圧性を考慮して行う。
【００３５】
図４において、ベース基板１００と半導体基板１０１を貼り合わせた後、熱処理を行い、
脆化層１０３を劈開面として半導体基板１０１をベース基板１００から分離する。熱処理
の温度は、脆化層１０３が含む原子が離脱する温度である。なお、上記の脆化層１０３が
含む原子とは、脆化層１０３を形成するために照射されたイオンの原子である。また、熱
処理の温度は接合層１０４の成膜温度以上、ベース基板１００の耐熱温度以下で行うこと
が好ましい。例えば、４００℃乃至６００℃の熱処理を行うことにより、脆化層１０３に
形成された微小な空洞の体積変化が起こり、脆化層１０３に沿って劈開することが可能と
なる。接合層１０４はベース基板１００と接合しているので、ベース基板１００上には半
導体基板１０１と同じ結晶性の単結晶半導体層１０２が残存することとなる。
【００３６】
図５はベース基板側に接合層を設けて単結晶半導体層を形成する工程を示す。図５（Ａ）
は酸化シリコン膜１２１が形成された半導体基板１０１に電界で加速された均一な質量の
イオンを照射し、所定の深さに脆化層１０３を形成する工程を示している。フッ素に代表
されるハロゲンのイオン照射は図３（Ａ）の場合と同様である。半導体基板１０１の表面
に酸化シリコン膜１２１を形成しておくことでイオン照射によって表面がダメージを受け
、平坦性が損なわれるのを防ぐことができる。
【００３７】
図５（Ｂ）は、バリア層１０５及び接合層１０４が形成されたベース基板１００と半導体
基板１０１の酸化シリコン膜１２１の表面を密着させて接合を形成する工程を示している
。ベース基板１００上の接合層１０４と半導体基板１０１の酸化シリコン膜１２１を密着
させることにより接合が形成される。
【００３８】
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その後、図５（Ｃ）で示すように半導体基板１０１を分離する。半導体基板１０１を分離
する熱処理は図４の場合と同様にして行う。このようにして図２（Ｂ）で示す半導体基板
を得ることができる。
【００３９】
このように、本実施の形態によれば、ガラス基板等の耐熱温度が７００℃以下のベース基
板１００であっても接合部の接着力が強固な単結晶半導体層１０２を得ることができる。
ベース基板１００として、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリ
ウムホウケイ酸ガラスの如き無アルカリガラスと呼ばれる電子工業用に使われる各種ガラ
ス基板を適用することが可能となる。すなわち、一辺が１メートルを超える基板上に単結
晶半導体層を形成することができる。このような大面積基板を使って液晶ディスプレイの
ような表示装置のみならず、半導体集積回路を製造することができる。
【００４０】
また、本実施の形態によれば、脆化層を、ハロゲンイオンを照射することにより形成でき
るので、比較的低温の熱処理で、薄い単結晶半導体層を形成することができる。
【００４１】
（実施の形態３）
本実施の形態では、実施の形態２で示した半導体基板の製造方法の別の形態について説明
する。
【００４２】
本実施の形態においては、実施の形態２のハロゲンイオンとは異なり、不活性ガスイオン
を電界で加速して、図３（Ａ）のように半導体基板１０１の表面から照射して、所定の深
さに脆化層１０３を形成する。なお不活性ガスイオンは、不活性原子を含むガスを用いて
得られ、不活性イオン、不活性原子イオンともよぶ。イオンの照射はベース基板に転置す
るＬＴＳＳ層の厚さを考慮して行う。当該ＬＴＳＳ層の厚さは５ｎｍ乃至５００ｎｍ、好
ましくは１０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さとする。不活性ガスイオンを照射する際の加速電
圧はこのような厚さを考慮して、半導体基板１０１に照射されるようにする。
【００４３】
脆化層１０３を形成するためのイオン種として不活性ガスイオン（Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋ
ｒまたはＸｅ等）を用いると、質量分離しなくても、均一の質量のイオン種が得られるた
め、イオン照射の深さにばらつきが少なく、所望の厚さのシリコン層を有するＳＯＩ基板
を得ることができる。
【００４４】
また、脆化層１０３を形成する際に、不活性ガスイオン（Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｋｒまたは
Ｘｅ等）を半導体基板１０１に照射した後に、さらにＨ３

＋イオン等の質量分離した水素
イオンを照射しても良い。その場合、不活性ガスイオンの照射により脆化層に微小な空洞
を効果的に作ることができ、その後の質量分離した水素イオン（Ｈ３

＋イオン）の照射に
より、その空洞内に水素を含ませることができる。半導体基板から薄い半導体層を分離す
るために形成する脆化層は、脆化層に形成された微小な空洞の体積変化を利用して劈開を
するので、このように不活性ガスイオンや水素イオンの作用を有効利用することが好まし
い。
【００４５】
他の工程は、実施の形態１の図３乃至図５で表される工程と同様である。
【００４６】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態２又は実施の形態３で示した半導体基板の製造方法の別の
形態について説明する。
【００４７】
本実施の形態においては、実施の形態２及び実施の形態３とは異なり、質量分離したＨ３
＋イオンを電界で加速して、図３（Ａ）のように半導体基板１０１の表面から所定の深さ
に照射して、脆化層１０３を形成する。質量分離されたＨ３

＋イオンは、水素原子を含む
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物質（主にガス）を質量分離することにより得られる。イオンの照射はベース基板に転置
するＬＴＳＳ層の厚さを考慮して行う。当該ＬＴＳＳ層の厚さは５ｎｍ乃至５００ｎｍ、
好ましくは１０ｎｍ乃至２００ｎｍの厚さとする。質量分離したＨ３

＋イオンを照射する
際の加速電圧はこのような厚さを考慮して、半導体基板１０１に照射されるようにする。
【００４８】
水素イオンを質量分離して、Ｈ３

＋イオンのみをイオン照射すると、Ｈ＋、Ｈ２
＋及びＨ

３
＋を含む水素イオンを照射する場合に比べて、イオン照射の深さにばらつきが少なくな

る。また、Ｈ３
＋イオンはＨ＋、Ｈ２

＋イオンに比べて質量が重いため、脆化層１０３の
形成効率を高めることができる。
【００４９】
他の工程は、実施の形態１の図３乃至図５で表される工程と同様である。
【００５０】
（実施の形態５）
本実施の形態では、実施の形態１及び実施の形態２で示した半導体基板を用いた半導体装
置について図６乃至図１１を参照して説明する。
【００５１】
図６（Ａ）は、実施の形態２乃至実施の形態４に示す方法で作製された半導体基板である
。
半導体基板は、ベース基板１００に接合層１０４を介して単結晶半導体層１０２が設けら
れている。単結晶半導体層１０２の膜厚は５ｎｍ乃至５００ｎｍ、好ましくは１０ｎｍ乃
至２００ｎｍである。単結晶半導体層１０２の厚さは、図３で説明した脆化層１０３の深
さを制御することにより適宜設定できる。単結晶半導体層１０２にはしきい値電圧を制御
するために、硼素、アルミニウム、ガリウムなどのｐ型不純物を添加する。例えば、ｐ型
不純物として硼素を５×１０１７ｃｍ－３以上１×１０１８ｃｍ－３以下の濃度で添加さ
れていても良い。ベース基板１００にはバリア層１０５として窒化シリコン層と酸化シリ
コン層が積層形成されている。ベース基板１００にバリア層を設けることで、単結晶半導
体層１０２の汚染を防ぐことができる。なお、窒化シリコン層に換えて、窒化酸化シリコ
ン層、窒化アルミニウム層、窒化酸化アルミニウム層を適用しても良い。
【００５２】
図６（Ｂ）は、単結晶半導体層１０２をエッチングして、半導体素子の配置に合わせて島
状に分離した単結晶半導体層１０２を形成する。
【００５３】
図６（Ｃ）において、単結晶半導体層１０２が露出した後、ゲート絶縁層１０９、ゲート
電極１１０ａ、１１０ｂ、サイドウォール絶縁層１１１を形成し、第１不純物領域１１２
、第２不純物領域１１３を形成する。絶縁層１１４は窒化シリコンで形成し、ゲート電極
１１０ａ、１１０ｂをエッチングするときのハードマスクとして用いる。
【００５４】
図６（Ｄ）において、層間絶縁層１１５を形成する。層間絶縁層１１５はＢＰＳＧ（Ｂｏ
ｒｏｎ　Ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｇｌａｓｓ）膜を成膜するか、ポリイ
ミドに代表される有機樹脂を塗布して形成する。層間絶縁層１１５にはコンタクトホール
１１６を形成する。コンタクトホール１１６は、サイドウォール絶縁層１１１を利用して
セルフアラインコンタクトの構成となっている。
【００５５】
その後、図７で示すように、コンタクトホール１１６に合わせて配線１１９を形成する。
配線１１９はアルミニウム若しくはアルミニウム合金で形成し、上層と下層にはバリアメ
タルとしてモリブデン、クロム、チタンなどの金属膜で形成する。その後、配線１１９上
に絶縁層１１８を形成する。
【００５６】
このように、ベース基板１００に接合された単結晶半導体層１０２を用いて電界効果トラ
ンジスタを作製することができる。本実施の形態に係る単結晶半導体層１０２は、結晶方
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位が一定の単結晶半導体であるため、均一で高性能な電界効果トランジスタを得ることが
できる。すなわち、閾値電圧や移動度などトランジスタ特性として重要な特性値の不均一
性を抑制し、高移動化などの高性能化を達成することができる。
【００５７】
図８は半導体装置の一例として、マイクロプロセッサ２００の一例を示す。このマイクロ
プロセッサ２００は、上記したように実施の形態２乃至実施の形態４に示す方法で作製さ
れた半導体基板により製造されるものである。このマイクロプロセッサ２００は、演算回
路２０１（Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　ｌｏｇｉｃ　ｕｎｉｔ。ＡＬＵともいう。）、演算回
路制御部２０２（ＡＬＵ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、命令解析部２０３（Ｉｎｓｔｒｕｃ
ｔｉｏｎ　Ｄｅｃｏｄｅｒ）、割り込み制御部２０４（Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌｌｅｒ）、タイミング制御部２０５（Ｔｉｍｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、レジ
スタ２０６（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）、レジスタ制御部２０７（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌｌｅｒ）、バスインターフェース２０８（Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ）、読み出し専用メモリ
２０９、及びメモリインターフェース２１０（ＲＯＭ　Ｉ／Ｆ）を有している。
【００５８】
バスインターフェース２０８を介してマイクロプロセッサ２００に入力された命令は、命
令解析部２０３に入力され、デコードされた後、演算回路制御部２０２、割り込み制御部
２０４、レジスタ制御部２０７、タイミング制御部２０５に入力される。演算回路制御部
２０２、割り込み制御部２０４、レジスタ制御部２０７、タイミング制御部２０５は、デ
コードされた命令に基づき各種制御を行う。具体的に演算回路制御部２０２は、演算回路
２０１の動作を制御するための信号を生成する。また、割り込み制御部２０４は、マイク
ロプロセッサ２００のプログラム実行中に、外部の入出力装置や周辺回路からの割り込み
要求を、その優先度やマスク状態から判断して処理する。レジスタ制御部２０７は、レジ
スタ２０６のアドレスを生成し、マイクロプロセッサ２００の状態に応じてレジスタ２０
６の読み出しや書き込みを行う。タイミング制御部２０５は、演算回路２０１、演算回路
制御部２０２、命令解析部２０３、割り込み制御部２０４、レジスタ制御部２０７の動作
のタイミングを制御する信号を生成する。例えばタイミング制御部２０５は、基準クロッ
ク信号ＣＬＫ１を元に、内部クロック信号ＣＬＫ２を生成する内部クロック生成部を備え
ており、クロック信号ＣＬＫ２を上記各種回路に供給する。なお、図８に示すマイクロプ
ロセッサ２００は、その構成を簡略化して示した一例にすぎず、実際にはその用途によっ
て多種多様な構成を備えることができる。
【００５９】
本実施の形態のマイクロプロセッサ２００は、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板上
に接合された結晶方位が一定の単結晶半導体層によって集積回路が形成されているので、
処理速度の高速化のみならず低消費電力化を図ることができる。
【００６０】
次に、非接触でデータの送受信を行うことのできる演算機能を備えた半導体装置の一例に
ついて図９を参照して説明する。図９は無線通信により外部装置と信号の送受信を行って
動作するコンピュータ（以下、「ＲＦＣＰＵ」という）の一例を示す。ＲＦＣＰＵ２１１
は、アナログ回路部２１２とデジタル回路部２１３を有している。また、アナログ回路部
２１２として、共振容量を有する共振回路２１４、整流回路２１５、定電圧回路２１６、
リセット回路２１７、発振回路２１８、復調回路２１９、変調回路２２０と、電源管理回
路２３０を有している。デジタル回路部２１３は、ＲＦインターフェース２２１、制御レ
ジスタ２２２、クロックコントローラ２２３、ＣＰＵインターフェース２２４、中央処理
ユニット２２５、ランダムアクセスメモリ２２６、読み出し専用メモリ２２７を有してい
る。
【００６１】
このような構成のＲＦＣＰＵ２１１の動作は以下の通りである。アンテナ２２８が受信し
た信号は共振回路２１４により誘導起電力を生じる。誘導起電力は、整流回路２１５を経
て容量部２２９に充電される。この容量部２２９はセラミックコンデンサーや電気二重層
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コンデンサーなどのキャパシタで形成されていることが好ましい。容量部２２９はＲＦＣ
ＰＵ２１１と一体形成されている必要はなく、別部品としてＲＦＣＰＵ２１１を構成する
絶縁表面を有する基板に取り付けられていれば良い。
【００６２】
リセット回路２１７は、デジタル回路部２１３をリセットし初期化する信号を生成する。
例えば、電源電圧の上昇に遅延して立ち上がる信号をリセット信号として生成する。発振
回路２１８は、定電圧回路２１６により生成される制御信号に応じて、クロック信号の周
波数とデューティー比を変更する。ローパスフィルタで形成される復調回路２１９は、例
えば振幅変調（ＡＳＫ）方式の受信信号の振幅の変動を二値化する。変調回路２２０は、
送信データを振幅変調（ＡＳＫ）方式の送信信号の振幅を変動させて送信する。変調回路
２２０は、共振回路２１４の共振点を変化させることで通信信号の振幅を変化させている
。クロックコントローラ２２３は、電源電圧又は中央処理ユニット２２５における消費電
流に応じてクロック信号の周波数とデューティー比を変更するための制御信号を生成して
いる。電源電圧の監視は電源管理回路２３０が行っている。
【００６３】
アンテナ２２８からＲＦＣＰＵ２１１に入力された信号は復調回路２１９で復調された後
、ＲＦインターフェース２２１で制御コマンドやデータなどに分解される。制御コマンド
は制御レジスタ２２２に格納される。制御コマンドには、読み出し専用メモリ２２７に記
憶されているデータの読み出し、ランダムアクセスメモリ２２６へのデータの書き込み、
中央処理ユニット２２５への演算命令などが含まれている。中央処理ユニット２２５は、
ＣＰＵインターフェース２２４を介して読み出し専用メモリ２２７、ランダムアクセスメ
モリ２２６、制御レジスタ２２２にアクセスする。ＣＰＵインターフェース２２４は、中
央処理ユニット２２５が要求するアドレスより、読み出し専用メモリ２２７、ランダムア
クセスメモリ２２６、制御レジスタ２２２のいずれかに対するアクセス信号を生成する機
能を有している。
【００６４】
中央処理ユニット２２５の演算方式は、読み出し専用メモリ２２７にＯＳ（オペレーティ
ングシステム）を記憶させておき、起動とともにプログラムを読み出し実行する方式を採
用することができる。また、専用回路で演算回路を構成して、演算処理をハードウェア的
に処理する方式を採用することもできる。ハードウェアとソフトウェアを併用する方式で
は、専用の演算回路で一部の処理を行い、残りの演算をプログラムを使って中央処理ユニ
ット２２５が実行する方式を適用することができる。
【００６５】
本実施の形態のＲＦＣＰＵ２１１は、絶縁表面を有する基板若しくは絶縁基板上に接合さ
れた結晶方位が一定の単結晶半導体層によって集積回路が形成されているので、処理速度
の高速化のみならず低消費電力化を図ることができる。それにより、電力を供給する容量
部２２９を小型化しても長時間の動作を保証することができる。
【００６６】
図１及び図２で例示する単結晶半導体層１０２は、表示パネルを製造するマザーガラスと
呼ばれる大型のガラス基板に接合することもできる。図１０はベース基板１００としてマ
ザーガラスに単結晶半導体層１０２を接合する場合を示す。マザーガラスからは複数の表
示パネルを切り出すが、単結晶半導体層１０２は、表示パネル２３１の形成領域に合わせ
て接合することが好ましい。半導体基板に比べて、マザーガラス基板は面積が大きいので
、単結晶半導体層１０２は図１０のように分割して配置することが好ましい。表示パネル
２３１には、走査線駆動回路領域２３２、信号線駆動回路領域２３３、画素形成領域２３
４があり、これらの領域が含まれるように単結晶半導体層１０２をベース基板１００（マ
ザーガラス）に接合する。
【００６７】
図１１は単結晶半導体層１０２により画素トランジスタが形成される表示パネルの画素の
一例を示す。図１１（Ａ）は画素の平面図を示し、単結晶半導体層１０２にゲート配線２
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３５が交差し、ソース配線２３６、画素電極２３７が接続する画素を示す。図１１（Ａ）
に示すＪ－Ｋ切断線に対応する断面図が図１１（Ｂ）に示されている。
【００６８】
図１１（Ｂ）において、ベース基板１００にはバリア層１０５として窒化シリコン層と酸
化シリコン層が積層されている。単結晶半導体層１０２は接合層１０４によってバリア層
１０５が固定されている。絶縁層１１８上に画素電極２３７が設けられている。単結晶半
導体層１０２とソース配線２３６を接続するコンタクトホールには絶縁層１１８をエッチ
ングして凹段差が生じるのでそこを埋めるように柱状スペーサ２４０が設けられている。
対向基板２３８には対向電極２３９が形成され、柱状スペーサ２４０によって形成される
空隙に液晶層２４１が形成されている。
【００６９】
このように、表示パネルを製造するマザーガラスにも単結晶半導体層を形成しトランジス
タを形成することが可能である。単結晶半導体層で形成されるトランジスタは、アモルフ
ァスシリコントランジスタよりも電流駆動能力など全ての動作特性が優れているので、ト
ランジスタのサイズを小型化することができる。それにより、表示パネルにおける画素部
の開口率を向上させることができる。また、図８及び図９で説明したようなマイクロプロ
セッサも形成することができるので、表示パネル内にコンピュータの機能搭載することも
できる。また非接触でデータの入出力を可能としたディスプレイを作製することもできる
。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】半導体基板の構成を示す断面図。
【図２】半導体基板の構成を示す断面図。
【図３】半導体基板の製造方法を説明する断面図。
【図４】半導体基板の製造方法を説明する断面図。
【図５】半導体基板の製造方法を説明する断面図。
【図６】半導体基板を用いた半導体装置の製造方法を説明する断面図。
【図７】半導体基板を用いた半導体装置の製造方法を説明する断面図。
【図８】半導体基板により得られるマイクロプロセッサの構成を示すブロック図。
【図９】半導体基板により得られるＲＦＣＰＵの構成を示すブロック図。
【図１０】表示パネル製造用のマザーガラスに単結晶半導体層を接合する場合を例示する
平面図。
【図１１】単結晶半導体層により画素トランジスタが構成されている表示パネルの一例を
示す図。
【符号の説明】
【００７１】
１００　ベース基板
１０１　半導体基板
１０２　単結晶半導体層
１０３　脆化層
１０４　接合層
１０５　バリア層
１０９　ゲート絶縁層
１１０　ゲート電極
１１１　サイドウォール絶縁層
１１２　第１不純物領域
１１３　第２不純物領域
１１４　絶縁層
１１５　層間絶縁層
１１６　コンタクトホール
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１１８　絶縁層
１１９　配線
１２０　窒素含有絶縁層
１２１　酸化シリコン膜

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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